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監 査 対 象 団 体 

（監査対象団体を所管する県の部局） 
監査実施年月日 監査結果公表年月日 

井原鉄道株式会社 

（県民生活部） 
令和７年２月17日 令和７年３月28日 

監査の結果（指摘事項） 

 令和６年５月から令和７年１月にかけて、パート社員が伝票の改ざん等により現金

を着服し、1,243,480円の被害が生じた。 

措置の状況     

業務の適正な執行については、再発防止策として、社員に対するコンプライアンス

教育や現場監査を充実させたほか、今回の原因となったシステムを改修（令和７年４

月 16 日運用開始）し、恒久的なチェック機能の強化を図るなど、内部統制機能による

管理体制を見直すことで、信頼回復に向けた取組を進めている。 

また、現金を取り扱う全ての駅について、当該事案の発生した年度を含む過去５か

年（令和２年度から令和６年度）の会計帳簿等を調査した結果、他に不適切な事案が

なかったことを確認したが、過去に生じた事案による再発防止策が十分機能していな

かったことを真摯に受け止め、チェック機能が適正に働くよう社を挙げて継続的に取

り組むことにより、健全な業務運営に努めていく。 

 

公益財団法人岡山県育英会 

（教育庁） 
令和７年１月21日 令和７年３月28日 

監査の結果（指摘事項） 

令和５年度末の奨学金未収償還金が、前年度末に比べ総額は減少しているものの、

310,863,184円と多額になっており、早期解消が必要である。 

措置の状況     

近年特に取組を強化している過年度滞納者に対する電話及び訪問による督促を、粘

り強く継続実施した効果が顕著に現れ、前年度末に比べて未収償還金が大幅に減少し

ている（令和５年度減少額 約 730 万円→令和６年度減少額 約 2,980 万円）。 

長期滞納者に対しては、引き続き分割返還申請書の提出を強く働きかけ、計画的な

返還の意識付けを強化するとともに、悪質な長期滞納者に対しては、積極的に法的措

置や債権委託回収会社を活用する。 
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